
奈
良
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基

づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
七
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
二
十
七
号

奈
良
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

奈
良
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基

づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
十
二
月
奈
良
県

条
例
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

奈
良
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例

第
一
条
中
「
提
供
」
の
下
に
「
並
び
に
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
保
護
評

価
に
関
す
る
事
項
」
を
加
え
る
。

第
三
条
中
「
国
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
自
主
的
か
つ
主
体
的
に
、
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
施
策

を
実
施
す
る
」
を
「
県
が
行
う
事
務
に
関
し
、
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
地
域
デ
ジ
タ
ル
社
会
の

構
築
（
地
域
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
構
築
に
よ
り
県
民
の
幸
福
な
生
活
の
実
現
と
地
域
の
持
続
的
な
発
展
を

図
る
条
例
（
令
和
五
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
地
域
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
構
築
を
い
う
。
）
に
資
す
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
国
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
次
条
第
一

項
又
は
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
事
務
等
を
速
や
か
に
追
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
県

民
の
負
担
の
軽
減
及
び
行
政
運
営
の
効
率
化
を
図
る
」
に
改
め
る
。

第
六
条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
奈
良
県
個
人
情
報
保
護
審
議
会
へ
の
諮
問
）

第
六
条

知
事
又
は
教
育
委
員
会
は
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価

に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
奈
良
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
四
年
十
二

月
奈
良
県
条
例
第
十
九
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
奈
良
県
個
人
情
報
保
護
審
議
会
に
意
見
を

聴
く
も
の
と
す
る
。



別
表
第
一
中
九
の
項
を
十
の
項
と
し
、
五
の
項
か
ら
八
の
項
ま
で
を
六
の
項
か
ら
九
の
項
ま
で
と
し
、

四
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五

知
事

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
の
規
定
に
準
じ
て

行
う
外
国
人
に
対
す
る
保
護
の
決
定
及
び
実
施
、
就
労
自
立
給
付
金
若
し

く
は
進
学
準
備
給
付
金
の
支
給
、
被
保
護
者
健
康
管
理
支
援
事
業
の
実
施
、

保
護
に
要
す
る
費
用
の
返
還
又
は
徴
収
金
の
徴
収
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ

て
規
則
で
定
め
る
も
の

別
表
第
二
の
一
の
項
中
「
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
奈
良
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
改
正
）

２

奈
良
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
四
年
十
二
月
奈
良
県
条
例
第
十
九
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

他
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。
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